
３．河川分野における維持管理の現状 

国土交通省 水管理・国土保全局 
河川環境課 河川保全企画室 



平成２５年度も頻発する集中豪雨・台風による被害 

はん濫注意水位

避難判断水位

はん濫危険水位

計画高水位

この水位を超えると、はん濫の発生に対する
注意を求める段階となる

この水位を超えると、避難の必要も含めては
ん濫に対する警戒を求める段階となる

この水位を超えると、いつはん濫してもおか
しくない状態であり、避難していない住民へ
の対応を求める段階となる

河川整備の計画において、洪水に耐えられる
水位として指定する最高の水位で、堤防の
高さなどの基準となる

計画高水位を超えた河川  （赤色）５水系 

はん濫危険水位を超えた河川 （紫色）1５水系 

避難判断水位を超えた河川  （橙色）18水系 

はん濫注意水位を超えた河川 （青色）44水系 

 

７月２６日からの大雨 
山口市 阿武川水系阿武川 

 

JR山口線橋梁流出状況 

 

８月９日からの大雨 
岩手県紫波町 

 

北上川水系北上川 氾濫状況 

由良川 

宮川 

 

台風１８号（９月１５日～） 
京都府福知山市 

 

由良川水系由良川 出水状況 

由良川 

 

台風１８号（９月１５日～） 
京都府福知山市・綾部市 

 

由良川水系由良川 出水状況 

 

台風１８号（９月１５日～） 
京都府京都市嵐山地区 

 

淀川水系桂川 欄干まで水に浸かる渡月橋 

桂川 

最高水位（ｍ）
（福知山観測所）

浸水面積（ha） 浸水戸数（戸）

平成25年9月台風18号
8.30

2,493 1,602

平成16年出水 7.55 2,606 1,669

※平成25年11月29日時点　市町村調べ

由良川の水位、浸水被害状況

( H.W.L 7.74)
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郷 
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市 

２１．０ｋ 

２４．０ｋ 

江戸川の洪水時の状況（平成１３年台風１５号出水）  

２４．０ｋ 

■河川のどこか一か所でも決壊したならば、その地点からの氾濫によって浸水被害は一連の地域全体に及ぶ。 
河川では、洪水中に堤防に異状を発見しても、道路橋梁における通行止めのように、流水を一時停止・迂回
させることはできない。したがって、河川が安全である状態を常に確保する必要がある。 

2 

高度な安全水準が要求される河川管理 

2 



「旧堤」は締まった
粘性土主体 

「現堤」はゆるい 

砂質土主体 

治水地形分類図
（利根川の例）

現堤防

旧河川

○堤防は、原則として土で作られ、古来より数次の拡築が行われてきた歴史的構造物。 
○その時々で現地において近傍の土を使用して築造できるという利点がある一方、内部構造が不均一であると

いう性格も有する。 
○また、日本の平野の多くは、河川氾濫による土砂堆積で形成された沖積平野。 
○堤防は旧河川上に築造されている場合も多く、堤防基礎の地盤性状は極めて複雑。 

堤防の管理 

3 

これまで蓄積した技術的知見に加え最新の技術を導入し弱部の把握と対策の実施を確実に
進めていくことが必要 

▲ 堤防断面の例 ▲ 利根川の地形状況 



○自然公物である河川は、その特性が河川毎に異なり、河川内の区間でも一様でない。 
○また、その状態が洪水や日々の流水の作用、植生の変化等により長期的にも短期的にも変化していく。 
○その変化は必ずしも一様ではなく、時には急激に変化することから、日常的な状態把握が必要である。  

河道内の樹木の繁茂 河口の閉塞 河床の洗掘 

河道の管理 
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車両巡視 水上巡視 

堤防点検 機械設備点検 

河川のきめ細かい河川巡視・点検の実施 
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堰 水門 樋門 

排水機場 閘門 床止め 

■堤防を除く河川構造物は、コンクリート構造物等からなる土木施設部分、機械設備、電気通信施設等から
構成されており、経年的に生じる劣化に対して、点検・修繕・更新等の一連の管理を行う必要がある。 

堰・水門・樋門・排水機場：経年的な劣化の進行 
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堤防延長

河川延長
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■水門、樋門、排水機場等の河川管理施設数 

■堤防延長 

（施設） 

※直轄は平成24年度水管理・国土保全
局河川環境課調査による。 

 施設としては、堰、床止め、水門、樋
門・樋管、揚水機場、排水機場を計上し
ている。 
※都道府県等は平成24年度水管理・国

土保全局河川環境課により、 都道府
県等より現時点での調査回答頂いたも
のによる。 

 施設としては、堰（ゲート有り）、水門、
樋門・樋管、揚水機場、排水機場を計
上している。 
 

※直轄は平成24年度水管理・国土保全局河川環境課調査による。 
※都道府県等は平成24年度水管理・国土保全局河川環境課調査により、 都道府県等より現時点での調査回答頂いたものによる。 

（km） 

堤防の延長と水門・排水機場の施設数 
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2012年度末現在

○高度経済成長期に建設された多くの水門等の河川管理施設の経年劣化が進行。 
  （設置後４０年を経過する施設は、現状の約４割から ２０年後には約８割に増加） 

○長寿命化計画の策定をはじめとした戦略的な維持管理・更新を行うことで、ﾄｰﾀﾙｺｽﾄの縮減を図ることが必要。 

進行する老朽化 

ダムの設備の更新 

①水門等の門柱補修 ③水門等のゲートの更新 ②ポンプ設備の補修 

ゲート 

亀裂等が発生した門柱等ｺﾝｸﾘｰﾄの部材に
ついて、ひび割れ部分の充填等により大
きく損傷する前に補修する。 

老朽化したポンプの補修あるいは、部分
的な更新を行い施設の機能を維持する。 

老朽化したゲートの補修あるいは、部分
的な更新を行い施設の機能を維持する。 

ステンレス化により耐久性を向上 

高齢化が進行する河川管理施設 

２０年後に設置後４０年を経過する施設 
全体の約８割に増加 

１０年後に設置後４０年を経過する施設 
全体の約６割に増加 

現在、設置後４０年を経過した施設 
全体の約４割 

※設置年数不明を除く 

※堰、床止め、閘門、揚水機場、排水機場、樋門・樋管、陸閘、管理橋、浄化施設、ダム、
その他（立坑、遊水池等）を計上している 平成24年度末時点 水管理・国土保全局河川環境課調べ 

予備電源設備の更新 
長寿命型蓄電池や蓄電池再生技術の採用に
より、蓄電池の更新時期を延伸を図る。 

蓄電池 容量測定 

再生処理 

老朽化した排水機場、水門・樋管、護岸の補修・更新 

堤防点検のための除草

施設の点検

河川の巡視

樹木の伐採

塵芥処理 ポンプ設備の修繕

水門の修繕

河道埋塞土砂撤去

護岸の修繕

堤防法面の修繕

定期従横断測量 ポンプ設備の更新 

8 



水管理・国土保全局における取組み 

9 

○ 河川は、自然公物であり、その変化や構造特性把握は難しい。 

○ 河川の管理対象は、河道、堤防、ダム等、多岐に渡り、また、施設の多くは老朽化が進行。 

○ これらを効果的かつ効率的に管理するため、点検、技術開発、法改正、人材育成等の取組を実施している。 

【 河川における戦略的維持管理の取組み 】 

①適切な点検・保全 
 
②新しい技術の積極的な導入 
 
③必要な制度整備（法改正） 
 
④人材育成・活用 
 
⑤河川維持管理のＩＣＴ化 

等 

＜水管理・国土保全局に 
おける取組み＞ 

＜維持・管理における課題＞ 

①河川の管理は河川を構成する
種々の要素の特性に応じて実施 

   - 河道 
     - 施設 
 
 

②進行する老朽化 
 
③予算制約        

等 

堤防 
ダム、水門 等 



  

点検数量 不具合の可能性のある箇所数 

施設数 
総延長
（km） 

施設数 [箇所数]  
総延長
（km） 

国 5,988 4,526 2,829 17,776 357 

都道府県等 6,318 872 1,581 2,644 66 

①適切な点検・保全 ～集中点検の実施について～ 

○社会資本の老朽化や維持管理に関する懸念の高まりを踏まえ、平成24年2月から平成25年出水期（6月末）
までに所管施設の集中点検を実施。 

○点検結果に基づき、損傷程度等により優先順位をつけて対策を実施するとともに、今後も引き続き確実な  
点検を実施していく。 

＜河川の集中点検＞ 

・国管理・都道府県等管理河川の河川管理施設について、  
集中点検を実施。 

・目視では確認することが難しい箇所についても非破壊探査 
機器等により点検し、不具合の可能性のある箇所については、
今後、実際にﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ等により内部状況を確認する。 

機器による点検の例 

■点検結果①（主に目視による） 

※ 直ちには被害につながらないが放置すれば損傷等が拡大する可能性がある経過観察箇所に
ついては今後の巡視等で損傷程度を定期的に確認し、必要に応じて補修 

■点検結果②（機器等による） 

※今後、出水期後、特定した箇所について実際にﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ等を実施し、その結果確認された要対
策箇所については、損傷程度等により優先順位をつけて補修を実施する 10 

水中カメラによる
水中部劣化調査 

ロボットカメラによる     
コンクリート劣化状況調査  

管理用道路下の空洞化調査 管理用道路下の空洞化調査 

護岸の背面空洞化調査 護岸の背面空洞化調査 

点検数量 
対策済み箇所数 経過観察箇所数 

施設数 
総延長
（ｋｍ） 

施設数 [箇所数] 
総延長 

（ｋｍ） 
施設数 [箇所数] 

総延長
（ｋｍ） 

国 10,333 12,608 142 187 7 866 1,378 148 

都道府県
等 

34,880 65,813 107 140 32 1,231 1,831 253 

10 



早期に補修箇所を発見できたことにより、損傷が拡大する前に補修が可能。 

施設背面の空洞化 

現在の損傷状況 

早期に発見することによ
り、少ない補修費で対応
が可能 

発見が遅れ損傷が拡大し
た場合、対策費用が拡大 

損傷拡大後のイメージ 補修のイメージ 

レーダ探査による点検状況 

補修費大 補修費小 

通常点検 特別点検 

通常点検に
加え、特別
点検を実施 

樋門・樋管の空洞化 

現在の損傷状況 

発見が遅れ損傷が拡大し
た場合、対策費用が拡大 

補修のイメージ 

地盤の沈下 地盤の沈下

固い地層

軟弱層が沈下
空洞化

空洞化あるいは
砂礫中の空隙

距離（ｍ）

換
算
深
度

レーダ探査による点検状況 

空洞化のイメージ 探査結果 

通常点検 特別点検 

通常点検に
加え、特別
点検を実施 

早期に発見することによ
り、少ない補修費で対応
が可能 

損傷拡大後のイメージ 

補修費大 補修費小 

①適切な点検・保全 ～点検と早期対策の実施について～ 

11 



①適切な点検・保全 ～より効率的な保全の推進～ 

状態監視保全  
 

従来 ：  主に、定期的に部品交換等を行う「時間計画保全」の考え方により更新を実施。 

ゲートワイヤーロープ ゲート 

対象設備 
・ゲート設備の主要部分（ローラーゲート、開閉装
置） 
・ポンプ設備の原動機潤滑油系統   等 
 
動作値や点検結果から劣化状態を把握し最適な
時期に修繕・更新することで予防保全を実施。 
 

故障した場合に施設機能に致命的影響
を与えるもので現時点では状態監視が
難しい機器 

故障した場合に施設機能に致命的影響を与え
るもので状態監視が可能な機器 

故障した場合でも施設機能
に致命的な影響を与えない
機器 

時間計画保全 
 

対象設備 
・電子制御機器 
・ポンプ設備の主要部分       等 
 

経過年数に伴い定期的に交換・更新し、
設備機能の致命的なダメージを防ぐ。 
 
 

操作盤類 

今後傾向管理の技術が確立し
たものは状態監視保全に移行。 

インペラ 

12 

事後保全 

 対象設備 
・ゲート設備の潤滑油系統 
・ポンプ設備の予備発電機 
・ポンプ設備計器類        等 
 

洪水被害に直結しない機器は、機能低下する
まで継続使用することで、費用対効果を最大限
に引き出す。 

原動機のオイル漏れ 二重化されている補機 

12 

○従来の「時間計画保全」の考え方から、傾向管理の技術が確立したものは「状態監視保全」に移行すること
で、より効率的な保全を推進。 



２．基本的な考え方 

１．目指すべき姿 

○インフラ長寿命化計画（行動計画） 

 計画的な点検や修繕等の取組を実施する必要性が認められる全ての   
インフラでメンテナンスサイクルを構築・継続・発展させるための取組の方針 
 

    対象施設の現状と課題／維持管理・更新コストの見通し／ 
   必要施策に係る取組の方向性 等 

 施設毎のメンテナンスサイクルの実施計画 
 

    対策の優先順位の考え方／個別施設の状態等／ 
   対策内容と時期／対策費用 等 

３．計画の策定内容 

４．必要施策の方向性 

５．その他 

 戦略的なインフラの維持管理・更新に向けた産学官の役割の明示 
 計画のフォローアップの実施 

○個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画） 

点検・診断 
定期的な点検による劣化・損傷の程度や原因の把握 

等 

修繕・更新 
優先順位に基づく効率的かつ効果的な修繕・ 
更新の実施 等 

基準類の整備 
施設の特性を踏まえたマニュアル等の整備、  
新たな知見の反映 等 

情報基盤の整備と活
用 

電子化された維持管理情報の収集・蓄積、  
予防的な対策等への利活用 等 

新技術の開発・導入 

ICT、センサー、ロボット、非破壊検査、補修・補強、 

新材料等に関する技術等の開発・積極的な活用 
等 

予算管理 
新技術の活用やインフラ機能の適正化による 
維持管理・更新コストの縮減、平準化 等 

体制の構築 

［国］資格・研修制度の充実 
［地方］維持管理部門への人員の適正配置 

［民間企業］入札契約制度の改善 等 

法令等の整備 基準類の体系的な整備 等 

インフラ長寿命化基本計画 
策定主体 ： 国 

対象施設 ： 全てのインフラ 

 安全で強靱なインフラシステムの構築 
 総合的・一体的なインフラマネジメントの実現 
 メンテナンス産業によるインフラビジネスの競争力強化 

 インフラ機能の確実かつ効率的な確保 
 メンテナンス産業の育成 
 多様な施策・主体との連携 

行動計画 
策定主体 ： 各インフラを管理・所管する者 

対象施設 ： 安全性等を鑑み、策定主体が設定 

安全性や経済性等の観点から必要性
が認められる施設 

２．計画期間 

１．対象施設 

３．対策の優先順位の考え方 

５．対策内容と実施時期 

個別施設計画 
策定主体 ： 各インフラの管理者 

対象施設 ： 行動計画で策定主体が設定 

４．個別施設の状態等 

１．対象施設 

２．計画期間 

３．対象施設の現状と課題 

４．中長期的な維持管理・更新等のコストの見通し 

５．必要施策に係る取組の方向性 

６．フォローアップ計画 

行動計画において策定
することとした施設 

点検・診断 

修繕・更新 

情
報
基
盤
の
整
備
と
活
用

 

点検・診断 例）点検未実施の施設を解消 

修繕・更新 例）緊急修繕を完了 

基準類の整備 例）点検マニュアルを見直し 

情報基盤の整備と活用 例）プラットフォームを構築・運用 

個別施設計画の策定 例）対象とした全ての施設で計画を策定 

新技術の開発・導入 
例）重要な施設の全てでセンサーによるモニタリン
グ 

予算管理 例）個別施設計画に基づき計画的に配分 

体制の構築 例）維持管理担当の技術職員を配置 

法令等の整備 例）維持管理に係る基準を法令で明示 
新技術の開発・導入 

予算管理 

体制の構築 

法令等の整備 

 自らが管理・所管する施設のうち、安全性、経済性や重要性の観点から、
計画的な取組を実施する必要性が認められる施設を策定者が設定 

 「４．中長期的な維持管理・更新等のコストの見通し」を踏まえつつ、
「５．必要施策の取組の方向性」で明確化する事項の実施に要す
る 期間を考慮して設定 

 取組の進捗状況、情報や知見の蓄積状況等を踏まえ、計画を更
新し 取組を継続・発展 

 維持管理・更新等に係る取組状況等を踏まえ、課題を整理 

 把握可能な情報に基づき、中長期的なコストの見通しを明示 

 対象施設の現状と課題、中長期的な維持管理・更新等のコス
ト見直し等に照らし、必要性が高いと判断される事項について
取組の方向性を具体化 

 行動計画を継続し、発展させるための取組を明記 

 行動計画で個別施設計画を策定することとした施設を対象 

 定期点検サイクル等を踏まえて設定 
 点検結果等を踏まえ、適宜、更新するとともに、知見やノウハウの蓄積を 

進め、計画期間の長期化を図り、中長期的なコストの見通しの精度を向上 

 各施設の状態の他、果たしている役割や機能、利用状況等を踏まえ、  
対策の優先順位の考え方を明確化 

 点検・診断によって得られた各施設の状態について、施設毎に整理 

 各施設の状態等を踏まえ、次期点検・診断や修繕・更新等の対策の内容
と時期を明確化 

６．対策費用 

 計画期間内に要する対策費用の概算を整理 

基
準
類
の
整
備

 

行動計画において
具体化した取組を
推進 

＜個別施設計画を核としたメンテナンスサイクルの実施＞ 

＜メンテナンスサイクルを支える体制・制度等の充実
＞ 

①適切な点検・保全 ～インフラ長寿命化基本計画等の体系（イメージ）～ 
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○今後とも河川管理施設の老朽化に伴う維持管理・更新費用の増大が見込まれる中、河川管理施設の補修・

更新において、新しいメンテナンス技術を導入しトータルコストの観点からの将来的な維持管理コスト縮減に

つながる取り組みを推進。 

②新しい技術の積極的な導入Ⅰ 

樋 門 水門・堰 

老朽化した小口径の樋門について、操
作や動力装置の点検が不要なフラップ
ゲートに更新。 

老朽化した水門・堰のゲート塗装につい
て、耐食性があり、塗り替え間隔が長期
化できる塗装材料を使用。 

排水機場 

老朽化したポンプ軸封装置を、現行
の水冷式から、メンテナンスが軽減で
きる空冷式に更新。 

フラップ化イメージ フッ素系の塗装材料を使用 水冷式から空冷式に更新 

14 



デジタル 
カメラ 

GPS 
アンテナ IMU 

レーザスキャナ           

堤防等を実測したレーザ点群 

新たな観測技術による迅速な一次診断の実施 

河
川
堤
防
の
点
検
に
お
い
て
、 

目
視
確
認
に
加
え
デ
ー
タ
確
認 

デ
ー
タ
を
基
に
、
変
状
等
の 

恐
れ
の
あ
る
箇
所
を
絞
り
込
み 

走行 

■モービルマッピングシステムによる 
  管理技術の効率化 

②新しい技術の積極的な導入 Ⅱ 

レーザスキャナを利用した堤防の点検 

○現場では限られた人員で膨大な量の堤防や水門等の施設の管理を行っている。 

○そのため、レーザスキャナ等の新たな技術も活用し、迅速な一次診断を進めることとしている。 

15 

水中探査装置を利用したダム用ゲートの点検 

●水中探査装置に
よる調査 

水中部の
調査が容
易に実施
可能 

●従来の調査 
・時間と手間がかかる。 
・危険が伴う。 
・点検箇所と状況を的確

に記録できない 

取水設備（水中部） 



③必要な制度整備（法改正） ～維持管理の義務の明確化・基準～ 

河川管理施設（例） 

堤防 堰 水門 

許可工作物（例） 

樋門 排水機場 

・河川管理施設等の構造等を勘案し、適切な時期に巡視を行い、障害物の処分等
の機能を維持するための措置の実施 

・適切な時期に目視その他の適切な方法で点検の実施 
・公共の安全を保持するうえで特に影響が大きいダム、堤防等は一年に一回以上
の適切な頻度で点検 

・損傷、腐食等の異常把握時における維持・修繕等、必要な措置の実施 

（樋門ゲートの点検） （堤防の点検） 

・河川管理施設及び許可工作物を良好な状態に保つよう、河川管理者及び許可受者の維持・修繕の義務を明確化 

具体には 

16 

矢部川 

堤防決壊 

県道714号 

（福岡県矢部川、平成24年7月） 

河川管理においては、他の社会資本と異なり危
険な 区間の一時閉鎖のような簡易・臨機的な
危機回避手段を採ることができない 

■維持・修繕の義務の明確化（河川法第15条の2） 平成25年7月11日施行 

■維持・修繕の技術的基準（政令・省令） 平成25年12月11日施行 

○平成25年7月の河川法改正により※、維持・修繕の義務が明確化された。 
※水防法及び河川法の一部を改正する法律（平成25年6月12日公布、7月11日施行） 



 
 
 
 

平成２６年１月２４日 
日刊建設工業新聞 

朝刊 

④人材育成・活用 
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内部の人材育成 ・・・ 職員の能力向上のための研修実施 
 

                     講師として技術を継承 
 

                管理経験者の活用 
 

                     技術水準を認定する資格 
 

外部の人材活用 ・・・ 堤防等点検評価業務の民間への委託 
 

河川カルテの充実、河川維持管理データベースの構築 

河川維持管理技術基準の充実、マニュアルの作成と普及 

管理技術の水準向上と普及 

管理技術の基準化 

管理経験者の活用 

管理データの蓄積 

○維持管理を適切に実施していくためには、優れた管理技術を有する人材の育成・活用が必要。 



現場 事務所・出張所 

今後の河川の点検・巡視の内容 

 タブレット端末を活用することにより記録作
業が効率的に実施できる。 
  ・軽快な操作性 
  ・位置情報の把握、距離標の表示 

 記録データが情報共有（一元化）される。 
  ・関係職員がリアルタイムに情報共有 

 フォーマットを統一することによる効率化 
  ・報告様式の自動作成が可能となる。 

 データの蓄積により一連の点検・補修履歴
等が記録される。 
  ・検索機能による抽出が可能 

現場 事務所・出張所 

問題点・課題 

 紙ベースが基本 
 情報共有や引き継ぎが不十分 
 必要な過去の履歴データが参照できない 

非効率な作業、情報の散在・逸失！ 

適切な維持管理に支障 

これまでの巡視・点検の作業 タブレットを活用した巡視・点検の作業 

機能的で利便性が良く、情報共有が容易に！ 

適切な維持管理に寄与 

⑤河川維持管理のＩＣＴ化 ～河川の巡視・点検～ 

データから
データに変換 

紙からデータを作成 
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◇ 様々な現場情報の他、河川管理施設・許可工作物などの河川施設の施設規模、設置・更新年、図面・写真等の河川維持管理 
   に関する情報をＩＣＴ技術も活用して全国的にデータベース化。また、事務所～本省間でのデータ共有化も併せて推進 

データ入力 

点検・巡視 

出力例 

左 左 km + m

右 右 km + m

現　　況　　写　　真

名称
河川名

所在地

都道府県 市区町村 地先名

位置 管理者 操作者
種別

整理番号 調整
年月日

支川名

＜02堰＞

＜02堰＞

左 左 km + m

右 右 km + m

図　　　　面

名称
河川名

所在地

都道府県

支川名

市区町村 地先名

位置 管理者 操作者
種別

整理番号 調整
年月日

＜02堰＞

＜02堰＞

左 左 km + m

右 右 km + m

年 月 日

AP + m ～ AP + m

m m m

門 ㎡ AP + m m AP + m

m m m m m m ㎡ m

有 有 m m

台 ㎥/s m m m m

AP + m
AP + m AP + m
AP + m AP + m

AP + m m AP + m
AP + m AP + m m m ㎡ m
AP + m AP + m m
AP + m AP + m m m m m

開 閉

m AP + m

m m ㎡ m

m

m m m m

年 月 日

年 月 日 m AP + m

年 月 日 m m ㎡ m

m

m m m m

調整
年月日

護床工延長

大規模河川・地形(氾濫規模) 社会影響度

想定津波設定年月

堤内地盤高 左岸

手動開閉装置

2013年7月

更新年次１(全面改築) 

少ない

更新年次３(全面改築)

遠隔操作

可搬式開閉装置

自動発電（バッテリ-含む）

基

準

不

適

合

箇

所

更新年次２(全面改築)

自重降下

背後地

右岸高水

右岸

下流

左岸

2013年3月

護床工延長 上流 水叩・床版延長 上流 下流

上流

完成年月日 使用目的

運用水位

RC

左岸

名称堰の形式構造

扉門数

本体全長

扉総面積 構造形式3（動力・巻上等）

左岸

計画河床高

現況堤防高

津波対策施設

人口・土地利用

左岸

現況最深河床高

有浸水(耐水)対策

計画高水敷高

㎥/s 計画高水位

所在地

その他付属施設

ポンプ

計画高水流量

右岸からの各構造体諸元等

支川名

設置台数

右岸魚道

動力

扉面積

構造形式2

落差高

計画堤防高 右岸

護岸延長 低水 左岸

能力

管理棟・構造

扉高・天端高

形式

位置

都道府県

床版標高

敷高

市区町村 地先名

魚道延長

魚道延長

名称

径間長

構造形式1

水叩・床版延長上流

水叩・床版延長 上流

上流

管理者 操作者 整理
番号
種別

河管

下流

扉面積

構造形式1

上流下流

扉高・天端高

構造形式3（動力・巻上等） 落差高

構造形式2

敷高

上流 水叩・床版延長

径間長

魚道延長

備考

下流

名称

完成年月日

構造形式1

改築年月日

構造形式2

扉面積

構造形式3（動力・巻上等） 落差高

扉面積

～

護床工延長

扉高・天端高

幅員

敷高

下流

有

有

電力(ケーブル)二重化

④

可動部延長

レベルA

調査年月

調査年月

調査年月

2013年3月

固定部延長

右岸

管理橋・構造

30分未満

扉高・天端高

構造形式2

護床工延長2013年3月右岸

手動装置開閉時間

名称

概

要

当
該
箇
所
の
河
川
諸
元

機
能

津波

操作体制

構

造

及

び

諸

元

②

③

右岸

30分未満

更
新
年
次

そ
の
他



特
記
事
項

対象外

有

有

～

径間長幅（扉等純径間）

①
最大揚水量

備考

魚道延長

下流

上流

魚道勾配

下流

魚道勾配 ～

幅（扉等純径間）

魚道勾配

完成年月日 改築年月日

敷高

径間長

構造形式1

下流

幅（扉等純径間）

完成年月日 改築年月日

備考

魚道勾配 ～

名称

幅（扉等純径間）

構造形式3（動力・巻上等） 落差高

完成年月日 改築年月日

備考

構　造　諸　元　等
施設
種別

コード

施設
種別

名称

河川名

＜02堰＞台帳入力欄現場での状態監視項目 

河川維持管理DB 

 作成年度：　平成23年度  阿武隈川水系阿武隈川　　東北地整仙台河川国道事務所　岩沼出張所  調査対象区間： 0.0k　～　1.0k 

スケール：S＝1/10,000  測量年月：平成17年 年 度

H23

1

6

1.河道の変動状況 3.洗掘の状況 4.堤防の異常・変状(亀裂・漏水等) 6.不法行為
24 ⑨

⑯

⑱

⑳
21

25

2.水衝部の発生位置 5.施設本体及び周辺の異常・変状 7.その他

1
6

⑮

22

23

施設管理者名

亘理町

国土交通省

出張所長氏名

及川　輝浩

【H23.4.8】右岸0.0kから1.0k　H23.4.7に発生した東日
本大震災の余震により、液状化の跡が見られた
【H23.3.13】右岸0.0k～1.0k付近　津波浸水状況

【H23.3.13】右岸0.0k～1.0k付近　津波浸水状況

【H23.3.13】左岸0.0k　河口部堤防の洗掘、川表護岸の
流出L=35m

【H23.3.13】左岸0.5k　川裏法崩れL=30m、幅5m　川裏
小段の流出L=600m
【H23.3.13】左岸0.6k-30m　川裏法崩れL=20m　幅2m

【H23.3.13】右岸0.0k～1.5k　特殊堤の損傷
［川裏の洗掘（延長270m）、特殊堤パラペットの流出

（流出延長510m）、堤防背面の洗掘（L=1978m）特殊堤
法尻沈下による段差発生（段差約30cm程度）被覆ブロッ
ク沈下により法面の歪みと法肩の開口発生]

【H23.9.2】左岸0.3k　堤外側坂路法面の連節ブロック
の沈下　L=2m

【H23.4.6】左岸0.5k　川表堤防護岸の流出L＝50m
【H23.3.13】左岸0.3k　堤内側坂路法面の洗掘　L=20m
幅2m
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様式－1

工事履歴

基本カルテ

平面図

【H23.3.13】津波により新浜水門操作室が被災
【H23.3.13】津波により荒浜排水樋管が被災

【H23.3.13】　左岸0.0k　津波により導流堤（波消ブ
ロック）流出　L=70m　幅10m　N=700個

【H23.4.6】　左岸0.5k　新浜水門川表水路の護岸、連
節ブロックの流出L=80m
【H23.4.6】　左岸0.5k～0.6k　護岸（自然石風の連節

ブロック）の流出　L=85m
【H23.4.13】　右岸0.3k　根固め工の流出　L=90m

【H23.4.13】　右岸0.6k～0.8k　根固め工の流出
L=200m
【H23.11.24】右岸河口付近の特殊堤法尻の浸食

被災履歴

平成23年3月11日発生東北地方太平洋沖地震（東日本大

震災）により荒浜特殊堤、新浜水門操作室、荒浜排水樋
管に被害が発生した

1
6

【H23.3.13】河道中央部河口付近の州が津波により消滅・移
動

砂州の消滅・移動
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1 荒浜排水機場

6 新浜水門 ⑨⑩
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河川カルテ 
様式－2

阿武隈川水系阿武隈川　　東北地整仙台河川国道事務所　岩沼出張所 ⑪
 調査対象区間　　0.0k　～　1.0k 対応状況： 処置済み No.1

調査年月日 調査場所 状況 内容 措置方策 記入者 措置年月日 実施した措置、工事名及び工期 措置後の状況 記入者

H23.3.13 ⑪ 法崩れ 緊急維持工事で H23.5.9

左岸 対応予定
0.5k 川裏小段は整地
川裏法面

工事名
平成22年度
阿武隈川下流岩沼地区
維持工事

工期
H22.4.1～H23.6.20

川裏小段の流出L=600m

経時カルテ

川裏法崩れL=30m、幅5m 堤体復旧後、川裏法面には張芝
を施工

裏小段

施設台帳 
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年別設置数

累計

現在、設置後４０年経過した施設

全体の約４割

１０年後に設置後４０年経過する施設

全体の約６割に増加

河川管理施設の年次別設置数の推移（国土交通省直轄） （2010年度末時点）

２０年後に設置後４０年経過する施設

全体の約８割に増加

●河川管理施設（堰、水門、樋門・樋管、揚・排水機場等）の施設数： １０,２１６箇所

●うち設置後４０年経過した施設数 ： ３,７６５箇所（全体の約３７%） ※1970年度以前に設置された施設数

●１０年後に設置後４０年経過する施設数： ６，０９６箇所（全体の約６０%） ※1980年度以前に設置された施設数

●２０年後に設置後４０年経過する施設数： ７,９７０箇所（全体の約７８%） ※1990年度以前に設置された施設数

アウトプットイメージ   
統計データ 

■河道及び河川構造物に生じた変状・被災の履歴、それらに対する維持・修繕等の記録は、管理技術の継承や
点検等の基準化、維持管理計画や長寿命化計画の検討にとって極めて重要な基礎資料であり、河川管理施
設台帳、河川カルテ等のデータベース化は早急に進めなければならない。 

⑤河川維持管理のＩＣＴ化 ～河川維持管理データベースの構築～ 

河川維持管理
データベースの
イメージ 
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